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令和９年度 

新入学児童の１学期からの特別支援教室について 

１ 【対象】 
知的発達に遅れがなく医学的に診断されている（自閉症、注意欠陥多動性障害、学習障害、
情緒障害）児童が対象となります。 

２ 【申込の流れ】 
（１）「相談申込フォーム」からお申込みください。 
 
（２）お申込みをいただきました後に、こちらから連絡いたします。 

多様な学び支援課（教育相談室）への来所日をご予約ください。 

 
（３）ご来所までの期間に下記の書類を揃えてください。 

① 「杉並区就学相談票」 

② 「発達障害に関する医師の診療情報」 

③  知能検査報告書（写し） 

＊①は、杉並区公式ホームページ「就学支援相談」のページの「相談票フォーム」から入力また

は、書式をダウンロードしてご記載ください。 

＊②の書式は、杉並区公式ホームページ「就学支援相談」のページにあります。ダウンロードし

てお使いください。なお、任意の書式でもかまいません。 

＊③は、実施機関での結果書面の写しをご準備ください。 

 
（４）予約日に来所いただきます。多様な学び支援課（教育相談室） 

（３）でご用意いただだきました書類をご持参ください。 

 
（５）検討申込書の記入・提出               

３ 【申込以降の流れ】 
（１） 申請された全てのお子さんにグループ面接へご参加いただきます。（８月） 
（２） 教育委員会において、在籍園から所見を依頼いたします。 
（３） 教育委員会において、特別支援教室の利用が適切か判断いたします。（11 月） 
（４） 保護者へご連絡いたします。（12 月下旬） 

＊特別支援教室入室検討部会での結果を、文書でお伝えします。 

４ 【相談・書類提出期間】 
令和８年４月１９日（月）～令和８年 6 月 30 日（火）厳守 
＊相談日に書類が間に合わない場合等はご相談ください。 

５ 【スケジュール】※イメージ 
４月  → ４月下旬～    → ８月下旬  → 10 月～    → 12 月下旬 
       ６月下旬               11 月下旬 
 

 
         ５月～８月中旬 
 
 

 

 
留意事項 

・入学予定校の就学時健康診断では、入学後 1学期からの特別支援教室利用検討を申込んで

いることをお伝えください。 

・「相談申込フォーム」からの申込みが難しい場合は、下記までお問い合わせください。 

 

問合わせ先 

杉並区教育委員会事務局多様な学び支援課 相談事業係  

住所 〒16８-0064 杉並区永福４丁目２５番４号  

電話 ０３－６３７９－５４９１     （教育相談室）          
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